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□ごあいさつ

代表取締役　髙村 直之

株式会社 富士化成は、プラスチックリサイクルを通じて、地

球、社会、近隣地域に貢献したい。

私たちは、プラスチックのリサイクルの専門業者として、

地域に密着し約40年間事業を営んできました。

今後は更なる循環型社会の形成を目指し、プラスチックリサイ

クルを通じて、地球、社会、近隣地域に貢献したいと思います。

平成25年私ども静岡県富士市の象徴である富士山が世界遺産に

認定され、この美しい富士山を維持していく為には、益々この

事業の重要性が増すと自負しております。

さらなる発展を目指し、日々努力して参ります。



１． 事業者名及び代表者名

株式会社富士化成

代表取締役社長　髙村　直之

本
業

所在地

静岡県富士市依田橋172-2

３． 会社履歴

法人設立1975年3月 資本金　1000万円 事業年度　1月～12月

４． 環境管理の責任者及び担当者氏名、連絡先

責任者：代表取締役　髙村直之

担当者　：代表取締役　髙村直之

連絡先 TEL：0545-32-1900

５． 事業の概要

再生プラスチック加工販売　廃プラスチック買取　

産業廃棄物収集運搬業　工場リサイクルコンサルタント

６． 事業の規模（事業年度：当年1月～12月）

2021年度 2022年年度

14458万円 17352万円

実績なし 実績なし

145.9ｔ 378ｔ

80.0ｔ 146ｔ

41.5ｔ 54.1ｔ

6 6

561 561

７． レポートの運用期間及び発行日
運用期間（2022年1月1日～2022年12月31日）
発行日（2023年7月10日）

８． 対象範囲（認証・登録範囲）

対象活動産業廃棄物収集運搬及び中間処理業
対象組織：本社・工場（全組織・全活動）

延床面積

処理
実績

従業員数

産業廃棄物排出量

Ⅰ　組織の概要

売上高

一般廃棄物収集運搬

産業廃棄物収集運搬

産業廃棄物中間処理
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８． 産業廃棄物の種類

<許可品目の総括表>

本
業

2 静岡県 第02201166369号 
令和4年6月8日
令和9年6月7日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 静岡県 第02221166369号
令和3年8月5日
令和8年8月4日 ○

９．
パッカー車：1台
4tトラック：1台
3tダンプ:1台

10．施設等の状況（処分業者のみ）
主要設備
処理方式、処理工程図 

名称

粉砕機 5 基
ペレット加工機 1 基
減溶機 1 基
圧縮梱包機 1 基

許可品目

許可ＮＯ都道府県

汚
泥

産業廃棄物収集運搬業
繊
維
く
ず

金
属
く
ず

が
れ

き
類

ガ
ラ

ス
く
ず

・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
く
ず

及
び

紙
く
ず

保有収集運搬車両及び処理施設

燃
え
が
ら

木
く
ず

NO
許可年月日
　有効期限

廃
プ
ラ
類

産業廃棄物処理業 許可品目

台数 備考日産能力（8H）

1920ｔ
3200ｔ
240ｔ
800ｔ

□業務フロー

廃プラ類 ＲＰＦ

破砕 (社外)

廃プラ類 焼却処理

破砕 (社外)

廃プラ類 埋立処理

破砕 (社外)

廃プラ類

(社内)

リサイクル 破砕・ペレット化

産廃廃棄物
収集運搬

再生プラスチック材
料売却
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＜環境管理組織における機能＞
経営責任者

① 環境経営全般に対しての責任と権限
② 環境経営方針の作成と社員への周知
③ 環境管理責任者の任命
④ 実施体制の構築
⑤ 経営における課題とチャンスを整理し、明確にする
⑥ 全体の評価と見直し
⑦

環境管理責任者
① 環境経営活動の推進
② 環境経営目標及び環境経営計画の作成
③ 環境経営推進会議の実施
④ 経営者への進捗報告

EA-21活動事務局
① 各部門のデータのまとめ
② 環境経営計画の予実績管理
③ 環境負荷・環境への取組みの自己チェックの実施
④ 環境管理責任者補佐
⑤ 環境関連法規制等最新版管理
⑥ 環境上の緊急事態の想定と対応策の作成。全体での試行・訓練の実施
⑦ 文書・記録の管理

各部門
① 環境経営計画の実施
② 月別部門データの集計
③ 問題点の把握と是正の実施
④ 推進会議の出席
⑤ 従業員教育

効率的な実施体制の構築と全従業員への周知

全従業員

（専務取締役）

産業廃棄物処理部門リサイクル部門 収集運搬部門

Ⅱ　実施体制

高村　敬太

高村　直之

環境管理責任者

経営責任者

（専務取締役）

（代表取締役社長）

作成日：2022年7月1日
作成者：高村　敬太

高村　敬太

対象範囲：全組織・全活動

EA-21活動事務局
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1 環境関連法規制や当社が約束したことを遵守します。

2 使用電力や車輌燃料等の省エネルギーを推進します。

3 自社の廃棄物の削減や受託廃棄物の再資源化に努めます。

4 適正な利用により水使用量の削減に努めます。

5 働きがいのある職場づくりを目指します。

6 地域や関係団体の環境活動に積極的に参加します。

制定日：2022年1月1日

株式会社富士化成

代表取締役社長 髙村　直之

Ⅲ　　環境経営方針

[環境経営理念]

＜環境保全への行動指針＞

　当社は、環境理念に基づいた環境経営システムを構築し、環境負荷を軽減すると共に、環
境に配慮した継続的な活動を展開いたします。

本業である再生プラスチックの加工販売を通じて、地球温暖化問題への取り組みや地域の環境課題
の解決に向けた活動に自主的・積極的に取り組みます。
　地球環境に配慮した経営に取組み、当社の事業は消費エネルギーを継続して削減していくことが一
番の環境対策と考え、従業員一丸となり継続的に持続可能な社会の実現に向け改善活動に取り組ん
でまいります

４



１．運用期間（2022年1月〜2022年12月）の環境目標

基準期間

2021年1月
〜

2021年12月

基準値 目標削減率 目標値

㎏-CO2 142,521 -2％ 139,670

購入電力 kwｈ 242,130 -2％ 237,287

ガソリン L 7,301 -2％ 7,155

軽油 L 7,288 -2％ 7,142

プロパンガス ㎏ ー ー ー

ｔ 30.7 -2％ 30.09

％ 92.5 ー 90以上

ｋｇ 36.00 ー 実績把握

㎥ 2,996 -2％ 2936.1

排出事業者への分別指導 件 － 現状把握

＜備考＞

基準年度　　　

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

2021年1月
〜

2021年12月

2022年1月
〜

2023年12月

2023年1月
〜

2024年12月

2024年1月
〜

2025年12月

2025年1月
〜

2026年12月

㎏-CO2 142,521 -2％ -3％ -5％ -6％

購入電力 kｗｈ 242,130 -2％ -3％ -5％ -6％

ガソリン L 7,301 -2％ -3％ -5％ -6％

軽油 L 7,288 -2％ -3％ -5％ -6％

プロパンガス ㎏ ー ー ー ー ー

ｔ 30.7 -2％ -3％ -5％ -5％

％ 92.5 90以上 90以上 90以上 90以上

ｋｇ 36.00 実績把握 実績把握 実績把握 実績把握

㎥ 2,996 -2％ -3％ -5％ -5％

排出事業者への分別指導 件 － 実績把握 +3％ +5％ +6％

＜備考＞

内訳

二酸化炭素排出量

一般廃棄物排出量

水使用量

産業廃棄物排出量

中間処理リサイクル率

一般廃棄物排出量

水使用量

中間処理リサイクル率

Ⅳ　環境経営目標

項目 単位

・「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、東京電力エナジーパートナー㈱の調整後の排出係数である0.441(kg-CO2/kWh)を使用した。
・一般廃棄物は排出量が少ないので目標を設定せず実績把握とした。
・中間処理リサイクル率は自社中間処分、及び中間処分後を含めた再資源化率とした。

1.「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、東京電力エナジーパートナー㈱の調整後の排出係数である0.441(kg-CO2/kWh)を使用した。

産業廃棄物排出量

内訳

運用期間

目標年度

単位

２．中長期の環境目標

項目

二酸化炭素排出量

2022年1月
〜

2022年12月

５



2月 4月 6月 8月 10月 12月

照明 髙村 ① 消灯の徹底（１回／週チェックする）

①
・空調温度の適正化（冷房２８℃　暖
房２０℃）

② 不要証明の消灯

③ ノー残業デーの実施

設備
その他

髙村 ① 生産工程の待機時間短縮

① アイドリングストップ

③ 効率的なルートで配送

④ エリア別営業活動の見直し

① 分別の徹底

③ シュレッダー廃止のリサイクル化

④ 帳票見直しによる印刷物の削減

⑥ 梱包材の再利用

① 選別の徹底

② 分別ルートの新規開拓

③ 新規顧客の開拓

水使用量 上水 髙村 ① 節水シールの貼り付け

Ⅴ　環境経営計画

（運用期間：2022年1月～2022年12月）

区分 活動項目目的

スケジュール

責任者項目

髙村

髙村

空調

廃棄物排出
量の削減

購入電力

二酸化炭素
排出量の削
減

髙村

乗用車
トラック
ホーク

ガソリン
・

軽油

事務所

現場

髙村

６



①運用期間（2022年1月〜2022年6月）の実績

目標
削減率

目標値 実績値
実績

削減率
評価

-2％ 149,504 142,007 -6.9% 〇

購入電力 -2％ 260,732 257,471 -3.2% 〇

ガソリン -2％ 6,254 5,886 -7.8% ○

軽油 -2％ 6,341 5,739 -11.3% ○

-2％ 41.09 54.10 30.4% ×

90以上 84.9 -5.1% ×

ー 実績把握 36.000 ー 〇

-2% 3646 3,718 -0.1% ×

ー 現状把握 7 ー 〇

＜評　価＞

原　因

是　正

原　因

是　正

原　因

是　正

②次年度の環境経営目標 リサイクル率、廃棄物量、水使用量目標の見直し

Ⅵ　環境経営目標の実績・取組結果並びに次年度の環境経営目標

項目

基準期間

2021年1月
〜

2021年12月

基準値

運用期間

単位 2022年1月〜2022年12月

水

ｋｇ

3,720

一般廃棄物排出量

中間処理量（冷却）の拡大に伴い比例して水使用量が増加した。

中間処理量に比例して発生するので年間を通じ目標有無検討。

更なる節水活動を展開

41.50

水使用量

中間処理量の拡大に伴い比例して２次マニュフェストが増加した。

36

産業廃棄物排出量

㎥

ｔ

％

二酸化炭素排出量

266,053

㎏-CO2 152,555

内訳 L

kwｈ

L 6,382

6,470

中間処理
リサイクル率

廃プラリサイクル市況の変化に伴い以前はリサイクルできていたものができなくなった。

新規販売ルートの開発とリサイクル品質の向上

産業廃棄物

中間処理リサイクル率 92.5

排出業者への分別指導 件 ー

1，電力二酸化炭素換算係数：東京電力エナジーパートナー0.441Kg・CO2使用

2，実績削減率は基準に対する削減率

3，中間処理リサイクル率は自社分及び処理後の再資源化量含む

７



今後（次年度）の取組

評価 内容 内容

① 不要照明の消灯 ○ 徹底されている 継続実施

② ‐

① 空調温度の適正化（冷房28℃暖房20℃） ○ 徹底されている 継続実施

② ノー残業デーの実施 ○ 徹底されている 継続実施

③ フィルター定期清掃 ○ 月一度実施 継続実施

④ 使用していない部屋の空調停止 ○ 徹底されている 継続実施

設備
・

① 生産工程の待機時間短縮 ○ 徹底されている 継続実施

① アイドリングストップ ○ 徹底されている 継続実施

② 日常・定期点検の実施 △ 日常点検マンネリ化 継続実施

③ 効率的なルートで配送 ○ 計画作成 継続実施

④ エリア別営業活動の見直し ○ 計画作成 継続実施

① 分別の徹底 ○ 徹底されている 継続実施

② シュレッダー廃止のリサイクル化 ○ 徹底されている 継続実施

③ 帳票見直しによる印刷物の削減 ○ 徹底されている 継続実施

④ 梱包材の再利用 ○ 徹底されている 継続実施

⑥ 継続実施

① 選別の徹底 ○ 徹底されている 継続実施

② リサイクル先の開拓 ○ 新規プラスチック販売ルート 継続実施

④

① 節水シールの貼り付け ○ 表示OK 継続実施

② 節水活動の展開 ー 次年度新たな取組み

③

① ムリ、ムダ、ムラの改善活動 ー 次年度新たな取組み

② 治工具の姿置き（見える化） ー 同上

③ 稼働率UP活動 ー 同上

＜備考＞

　評価判定：○（良くできた）　　△（まあまあできた）　　×（できなかった）　　-（実施が見送られた）

現場

目的

事業所

乗用車
・

トラック
・
他

廃棄物排出量の削
減

５S活動を基軸に生
産性向上活動展開

項目

現場

水使用量 上水

Ⅶ　環境経営計画の取組結果とその評価，及び次年度の環境経営計画

照明

空調

二酸化炭素排出量
の削減

（運用期間：2022年1月～2022年12月）

評価
活動項目

８



１． 環境関連法規の遵守状況
当事業所に適用される環境関連法規の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。

評価日　2022年7月1日
評価者　環境管理責任者　髙村直之

条項 遵守事項または規制基準 当社の適用及び対応 遵守評価

第6条の2第6項 市町のルールに従った分別と搬出及び業者委託 業者委託時は許可証確認（契約書作成が望ましい） ○

第12条第2項 廃棄物の悪臭・飛散・地下浸透防止 保管場所での環境被害防止 ○

第12条第2項 産業廃棄物保管場所への掲示板の設置 掲示板設置（60ｃｍ×60ｃｍ以上の大きさ） ○

第12条第5項 産業廃棄物運搬業者並びに処分業者との委託契約 契約書の締結及び保存 ○

第12条の3第1項 マニフェストの交付 Ａ票（委託時、電子マニは３日以内） ○

第12条の3第2､6
項

マニフェストの保管 Ａ票～Ｅ票：５年間 ○

第12条の3第6項 マニフェストの期間内返却の確認 Ｂ２及びＤ票：９０日以内、Ｅ票：１８０日以内 ○

第12条の3第7項 産業廃棄物管理票交付等状況報告 6月30日までに許可権者に報告（電子マニ分は猶予） ○

第12条の3第8項 産業廃棄物管理票の期間内未返却時の許可権者への報告 返却期間終了後30日以内に許可権者に報告 該当なし

第8条 産業廃棄物管理責任者の設置 資格は問わない ○

第10条 実地確認の実施と記録保存
処分委託先の年１回の実地確認と記録作成５年間保存（委託先が優良認定業者であるときは免
除）

○

第12条第5項 委託者と収集運搬契約 契約書の締結及び保存 ○

第12条の3第3項 委託者へのマニフェストの返却 Ｂ２票を業務終了から10日以内に返却 ○

第12条の3第9項 委託者からのマニフェストの保管 Ｂ１票及びＣ２票を５年間保存 ○

第14条第2項 収集運搬業許可の許可期限の確認 許可期限前に更新手続き ○

第14条第12項
（第12条第1
項）

処理基準の遵守（廃棄物の悪臭・飛散防止等） 車両荷台にｼｰﾄで覆う等 ○

第14条第12項
（第12条第1
項）

収集運搬車両への表示 産業廃棄物収集運搬車・名称・統一番号を車両両側面へ表示 ○

第14条第17項 帳簿の備え付け及び５年間の保存 業務年月日、排出者名、管理票番号、数量、運搬先等を記載した帳簿 ○

第14条の2第3項 変更届の提出 役員・車両等に変更があったとき（10日以内） 該当なし

静岡県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則
第22条 前年度における収集運搬実績の報告 6月30日までに知事に報告（電子マニ分も含む） 〇

第12条第5項 委託者と処分契約 ○

第12条の3第4項 委託者へのマニフェストの返却 Ｃ２票、Ｄ票を処分終了から10日以内に返却 ○

第12条の3第5項 委託者へのマニフェストの返却（Ｅ票） Ｅ票を最終処分終了確認日から10日以内に返却 ○

第12条の3第10
項

委託者からのマニフェストの保管 Ｃ１票を５年間保存 ○

第12条の3第1項 ２次マニフェストの交付（中間処分後廃棄物の持出があるとき） Ａ票（委託時、電子マニは３日以内） ○

第12条の3第2､6
項

２次マニフェストの保管（中間処分後廃棄物の持出があるとき） Ａ票～Ｅ票：５年間 ○

第12条の3第6項 ２次マニフェストの期間内返却の確認（中間処分後廃棄物の持出があるとき） Ｂ２及びＤ票：９０日以内、Ｅ票：１８０日以内 ○

第12条の3第7項 産業廃棄物管理票交付等状況報告 6月30日までに許可権者に報告（電子マニ分は猶予） ○

第12条の3第8項 産業廃棄物管理票の期間内未返却時の許可権者への報告 返却期間終了後30日以内に許可権者に報告 該当なし

第14条第7項 処分業許可の許可期限の確認 許可期限前に更新手続き ○
第14条第12項
（第12条第1
項）

処理基準の遵守（騒音・粉じん・悪臭防止等） 処分施設からの環境影響防止 ○

第14条第17項 帳簿の備え付け及び５年間の保存
業務年月日、排出者名、管理票番号、処分方法毎の数量、処分後物の持出先毎の数量を記載し
た帳簿

○

第14条の2第3項 変更届の提出 役員・処理施設等に変更があったとき（10日以内） ○

第15条第1項 産業廃棄物処理施設設置の許可 がれき類破砕施設、最終処分場等の許可（政令８条該当施設のとき） 該当なし

静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例
第10条 ２次マニフェスト処分先実地確認の実施と記録保存

処分委託先の年１回の実地確認と記録作成５年間保存（委託先が優良認定業者であるときは免
除）

○

騒音規制法 第5条 規制基準値の遵守 　工業専用地域のため適用除外 該当なし

振動規制法 第5条 規制基準値の遵守 　工業専用地域のため適用除外 該当なし

第55条 乗車又は積載の方法 設備された場所以外の乗車又は積載の禁止 ○

第70条 安全運転の義務 危害を及ぼさないような速度と方法で運転 ○

第74条 車両等の使用者の義務 交通法規の遵守 ○

道路運送車両法 第47条の2 日常点検整備及び定期点検整備
・日常点検整備
・定期点検整備（3か月点検整備 、6か月点検整備 、１年点検整備）

○

消防法 第9条の4 指定可燃物の届出 紙屑、プラスチック類　（２０㎡以上届出） ○

フロン排出抑制法（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に
関する法律）

第16条

冷凍空調機器：全ての第一種特定機器が対象
①自身での「簡易点検(３ヶ月に１回以上)」実施
圧縮機電動機定格出力に応じ有資格者による「定期点検」
②空調機（50kW以上）１年に１回以上
③空調機（7.5kW～50kW未満）３年に１回以上
④冷凍冷蔵機器（7.5kW以上）１年に１回以上

①企業・法人の管理者が確認

②、③、④
　有資格者による定期点検実施
＊エアコンは家庭用　＊コンプレッサーは冷却設備の設置なし

該当なし

地球温暖化対策推進法 第25条 温室効果ガス算定排出量の報告 温室効果ガスの把握 該当なし

省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律） 第4条 エネルギー使用量の合計が１，５００kl／年以上の事業者は届出 エネルギー使用量（原油換算地）の把握 該当なし

第52条 騒音基準の遵守義務 県条例で第４種区域指定 該当なし

第53条 騒音特定施設の届出 コンプレッサー3KW（届出3.75KW以上）、合成樹脂破砕機は対象外 該当なし

第55条 騒音特定施設変更の届出 対象特定施設の変更なし 該当なし

第79条 振動基準の遵守義務 県条例で第2種区域の2指定 該当なし

第80条 振動特定施設の届出 コンプレッサー3KW（届出7.5KW以上）、合成樹脂破砕機は対象外 該当なし

第82条 振動特定施設の変更等の届出 対象特定施設の変更なし 該当なし

法律 リサイクル法（資源の有効な利用の促進に関する法律） 第4条 指定再資源化製品のリサイクルへの協力（適正廃棄） パソコン、小型二次電池等の廃棄時 該当なし

２． 違反、訴訟等の有無
関係機関からの指摘、利害関係者からの訴訟も過去３年間ありませんでした。

廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）

廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）

静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例

Ⅸ　環境関連法規などの遵守状況の確認及び評価の結果，並びに違反，訴訟などの有無

道路交通法

静岡県条例 静岡県生活環境の保全等に関する条例

本業である再生プラスチックの加工販売を通じて、地球温暖化問題への取り組みや地域
の環境課題の解決に向けた活動に自主的・積極的に取り組みます。

義務

法令・条例

廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）

１１



作成　 2023年7月1日

確認

1 □

2 □

3 □

4 □

5 □

6 □

7 □

8 □

株式会社富士化成

代表取締役　  髙村直之

変更の
必要性

1 有 ・ 無

2 有 ・ 無

3 有 ・ 無

4 有 ・ 無

5 有 ・ 無

6 有 ・ 無

Ⅹ　代表者による全体の評価と見直し・指示

2023年7月1日

：（必要に応じて評価・コメント記載）

１
・
見
直
し
関
連
情
報

その他（                                            ）

６か月の短期運用であるため、もう少し運
用を続け、状況を判断します。

継続して取り組みます

記録・文書として作成しました。

中間処理リサイクル率、産業廃棄物、水は
目標未達

継続して取り組みます

記録に記載いたしました。

エコアクション21文書

環境経営目標及び目標達成状況

環境経営計画及び取り組み実施状況

２
・
代
表
者
に
よ
る
全
体
評
価
・
見
直
し
指
示

その他（外部への対応）

環境経営計画

環境に関する組織（実施体制含め）

その他のシステム要素

項    目

取引先、業界、関係行政機関、その他の外部
動向

中間処理リサイクル率、産業廃棄物、水使
用量については目標に見直しを検討する
こと

未達成の目標については活動計画を見直
し手段を増やすこと

環境関連法規要求一覧及び遵守状況

外部コミュニケーション・対応記録

問題点の是正・予防措置の実施状況

特に問題ありませんでした。

「有」の場合の指示事項等

環境経営方針

　中間処理リサイクル率、産業廃棄物、水使用量については仕事量の拡大に伴い目標は未達成となった
が、その他の項目については目標達成している、また活動事態も計画どうり展開されており、法規制の遵守
評価も問題がないため全体としてシステムの有効性、取組の適切性、妥当性は有りと判断できた。
今後は更に廃プラスチックのリサイクル化を図るため、より一層環境活動計画に積極的に取り組んでいきま
す。まだ、始めたばかりであり環境方針や環境マネジメントシステムその他については変更の必要性はない
と判断しますが、目標については事業拡大に伴う為のものであり、環境活動計画も含め見直すことを下記の
よう環境管理責任者に指示しました。

見直し項目

環境経営目標

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
2021年1月

〜
2021年12月

2022年1月
〜

2022年12月

2023年1月
〜

2023年12月

2024年1月
〜

2024年12月

2025年1月
〜

2025年12月

㎏-CO2 142,521 ー -3％ -4％ -5％

購入電力 kｗｈ 242,130 ー -3％ -4％ -5％

ガソリン L 7,301 ー -3％ -4％ -5％

軽油 L 7,288 ー -3％ -4％ -5％

ｔ ー 54.1 -1％ -2％ -3％

％ ー 84.9 80以上 80以上 80以上

ｋｇ ー 36 実績把握 実績把握 実績把握

㎥ ー 3720 -1％ -2％ -3％

排出事業者への分別指導 件 － 7 7 7 7

＜備考＞

産業廃棄物排出量

中間処理リサイクル率

一般廃棄物排出量

水使用量

・「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、東京電力エナジーパートナー㈱の調整後の排出係数である0.441(kg-CO2/kWh)を使
用した。
・一般廃棄物は排出量が少ないので目標を設定せず実績把握とした。
・中間処理リサイクル率は自社中間処分、及び中間処分後を含めた再資源化率とした。

二酸化炭素排出量

内訳

基準年度　　　 目標年度
２023年度以降の中長期の環境目標

項目 単位



環境上の緊急対策
承　認 作　成

環境管理責任者 環境事務局

目
的

NO

0 （予防）

1

2

3

4

5

※火災発生時・緊急事態対応訓練実施後に見直し、必要に応じて改訂する。
＜改訂記録＞

保管：環境事務局　

様式：11-01 （１１．環境上の緊急事態への準備及び対応）

　

株式会社　富士化成

火災対応手順書
様式：EA-11-01

手順書 担当部署：環境事務局

制定： 2022年1月1日

火災が発生しないように予防を行う。火災発生の場合、緊急対応を適切に行うこ
とにより従業員と近隣住民の安全及び火災による環境汚染を防止する。

作業手順 ポイント

①　作業所内は火気厳禁とする。
②　消火器の点検は毎月初めに実施する。

消火器の点検では、置き場所の確認、有効
期限も確認する
消火器は離れたところからもすぐに分かる
ように表示を行う

(社内連絡）

①　発見者は大声で火災発生の連絡をする。 消防署 １１９番

②　本社（事務所）へ行き火災発生を告げる。

③　火災発生の連絡を受けた人は

(2)消防署に社名、住所、火災の状況を連絡する。

(1)出火場所と非難要請を伝達する。

（消火活動）

①　消火隊は近くの消火器を持って現場に駆けつけ

　　消火作業を行う。

（避難・誘導）

改訂内容・改訂理由

①　毎年1回訓練を兼ねた消火テストを実施し、
　　手順の有効性や訓練の妥当性を確認する。

消火訓練　毎年4月
訓練の記録を残す
訓練時に消火器の有効期限が切れていない
かを確認する

①　部門長は各部署の出入り口又は非常口に誘導す
　　る。

非常口を妨害するものが置いていないかも
確認する

（警備）

①　社員は消防署の到着時現場に案内する。
社員は不審者が社内に侵入しないか確認す
る

（訓練・テスト及び評価・見直し）

②　火災発生時は原因を突き止め、再発防止のため
　　の手順を見直し、改定する。

訓練：決められた手順通りにできるようにするこ
と
試行：手順が適切であるか　機能が正常であるか
　　　　決められた手順通りに行動できるか

③　手順書を改訂した場合は必要に応じて試行・訓
練を行う。

版 改訂日



緊急対応訓練の結果

緊急事態の想定：火災の発生 

■実施日：2023 年 4 月 1 日   

■実施場所：本社      

■参加者：従業員６名   

■実施内容：通報訓練、消火訓練、避難訓練     

           

■評価  

手順書の変更の必要性：なし 

エコアクション 21 の取組の一環として緊急事態対応訓練を行う。想定は当社敷地内にて火

災が発生した際の対応とした。手順書のとおり行うことで緊急時の対応を社内で周知する

ことができた。 

 

■実施状況の様子        

・本社事務所、作業所内での火災対応手順書(様式：EA-11-01)緊急事態発生時(火災)をシュ

ミレーションして行う。 

・訓練と実際に緊急事態が起こった時に手順書通りに行うことができるか不安であったが

定められた手順で行うことができた。      

          

          



作成・管理担当：

住所

連絡先

　環境コミュニケーション受付表

電話
・

メール
・

（　　　　）

電話
・

メール
・

（　　　　）

電話
・

メール
・

（　　　　）

電話
・

メール
・

（　　　　）

電話
・

メール
・

（　　　　）

電話
・

メール
・

（　　　　）

電話
・

メール
・

（　　　　）

電話
・

メール
・

（　　　　）

8 ／
対策

・
苦情

必要・不要

7 ／
対策

・
苦情

必要・不要

6 ／
対策

・
苦情

必要・不要

4 ／

5 ／
対策

・
苦情

必要・不要

3 ／
対策

・
苦情

必要・不要

対策
・

苦情
必要・不要

NO. 情報入手日

必要・不要

2 ／
対策

・
苦情

1 ／
対策

・
苦情

対応内容
（再発防止策）

必要・不要

情報種類 通報者 通報方法 内容 回答の必要性

環境に関する苦情・クレームは有りませんでした。


